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「第６次改定日本人の栄養所要量」の要点

はじめに

本年９月１０日，「第６次改定日本人の栄養所要量－食事摂取基準－」（厚生省公衆衛生審議会

健康増進栄養部会）が公表されました。平成６年（1994 年）の第５次改定以来５年振りの改定です。

今回の改定では従来の「栄養所要量」に新たに「許容上限摂取量」を加えた新しい概念，すなわち「食

事摂取基準」の概念が導入されるなど，幾つかの大きな変化がみられます。以下に，今回の改定の要

点をまとめてみました。

所要量策定対象成分等の大幅な増加

　ビタミン類で６種，ミネラル類で７種の成分が新たに策定対象につけ加えられました（表１）。こ

のような対象成分の大幅な増加は，米国やカナダの DRIs（Dietary Reference Intakes）の考え方に

ならって，従来の栄養所要量（すなわち，Recommended Dietary Allowance，RDA，推奨栄養所要

量）の他に AI（Adequate Intake，適正摂取量）も栄養所要量とみなす考え方（表２，図１）が取

り入れられて実現したものです。

　　　　　　　　　表１　第６次改定で所要量の策定対象となった栄養成分等

　　 一般成分等　　   エネルギー，たんぱく質，脂質，食物繊維

　　　 　　　　　　   ビタミンＡ，ビタミンＤ，ビタミンＥ，ビタミンＫ

　　 ビタミン類　　   ビタミンＢ１，ビタミンＢ２，ナイアシン，ビタミンＢ６，葉酸，

　　　　 　　　　　   ビタミンＢ１２，ビオチン，パントテン酸，ビタミンＣ

　　 ミネラル類　　   カルシウム，鉄，ナトリウム，カリウム，リン，マグネシウム，

　　　　 　　　　 　  銅，ヨウ素，マンガン，セレン，亜鉛，クロム，モリブデン

　　　　　　　　　　　              新規に策定対象となった栄養成分を     で示した。

「食事摂取基準」の概念の導入

「食事摂取基準」とは，図１の①平均必要量，Estimated Averge Requirement（ＥＡＲ），②栄

養所要量Ｂ（平均必要量が算定されている場合），Recommended Dietary Allowance（ＲＤＡ），

③栄養所要量Ｂ′（平均必要量が算定されていない場合），Adequate Intake（ＡＩ），④許容上限

摂取量，Tolerable upper Intake Level（ＵＬ）の４つを包含する概念です。米国やカナダの DRIs

（Dietary Reference Intakes）の考え方にならったもので，これまで主眼の置かれていた「欠乏症

に対する対策」に加え，「健康の維持・増進，生活習慣病の予防」にまでより積極的に踏み込んでい

るところにこの概念の特徴があります。

  つまり，栄養成分の「欠乏」に対するリスクと「過剰」に対するリスクの両方を考慮し，欠乏を防

ぐための「栄養所要量」と過剰を防ぐための「許容上限摂取量」を設定することによってその間の「摂

取安全域」（safe range of nutrient intake）を明示するものです。この「摂取安全域」の範囲にお

いて，個々人は健康状態に応じた量の栄養成分等を摂取し，健康の維持・増進，生活習慣病の予防を
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図ることになるのです（図１参照）。

　今回の改定で「許容上限摂取量」の策定された成分は，ビタミン類 7 種（ビタミン A，ビタミン D，

ビタミン E，ビタミン K，ナイアシン，ビタミン B6，葉酸）とミネラル類 11 種（Ca，Fe，P，Mg，

Cu，I，Mn，Se，Zn，Cr，Mo）で，「許容上限摂取量」はＬＯＡＥＬ（Lowest Observed Adverse

Effect Level，最低副作用発現量）やＮＯＡＥＬ（No Observed Adverse Effect Level，副作用非発

現量）のデータを基に策定されています。今回「許容上限摂取量」が策定されなかった栄養成分は，

ＬＯＡＥＬやＮＯＡＥＬの十分なデータが未だ得られていない成分か，安全性を問題視する必要のな

い成分です。今回の改定により，幾つかの栄養成分に「過剰症」のあることが公的に明示されたわけ

で，この事はわが国の栄養行政の上で画期的な出来事であると言えます。

表２  食事摂取基準

    平均必要量  A     特定の集団における 50％の人が栄養必要量を満たすと推定さ

       （ERA）  　　   れる 1 日の摂取量。

    栄養所要量  B     特定の集団における 97～98％の人が１日の栄養必要量を満た

       （RDA）         すのに十分な摂取量（＝平均必要量＋２×標準偏差）。

    栄養所要量  B′   特定の集団においてある一定の栄養状態を維持するのに十分

       （ＡＩ）  　　　　 な 1 日の摂取量。

    許容上限摂取量 C   特定の集団においてほとんどすべての人に健康上悪影響を及

       （ＵＬ）          ぼす危険のない栄養成分の 1 日の最大限摂取量。

   ＥＡＲ：Estimated Averge Requirement，推定平均必要量

   ＲＤＡ：Recommended Dietary Allowance，推奨栄養所要量

   ＡＩ：Adequate Intake，適正摂取量

   ＵＬ：Tolerable upper Intake Level ，許容上限摂取量

欠
乏
の
危
険
度
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剰
の
危
険
度

　　低　←　栄養素の摂取レベル　→　高
A：平均必要量
B：栄養所要量（平均必要量が算定される場合）
B’：栄養所要量（平均必要量が算定されない場合）
C：許容上限摂取量

図１　食事摂取基準
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年齢区分の見直し         　　   　　　　　　　　　　　　　   表３ 年齢区分・新旧対照表

　表３に示すように，これまでは１歳までが３段階，１歳か　　　     旧　　         新

から２０歳までが１年間隔の１９段階，２０歳から６０歳ま　 　　０～１（月）　 ０～５（月）

までが１０年間隔の４段階，そして６０歳から８０歳までが　　　 ２～５（月）

５年間隔の４段階に区分されていました。これに対し，今回       ６～12（月）　 ６～12（月）

の改定では１歳までが２段階，１歳から１８歳までが３年間         １～　　　　　 １～２

隔の６段階，１８歳から３０歳までが１段階，そして３０歳  　　　 ２～

から７０歳までが２０年間隔の２段階に減らされ，大幅に簡         ３～

略化されています。国際的な動向を考慮しての見直しです。         ４～　　　　   ３～５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         ５～

生活活動強度区分の見直し　　　　　　         　　　　         ６～

  エネルギー所要量を策定する際の基礎となる「生活活動強         ７～　　　　　 ６～８

度区分」が，国民全体として運動量が減っていることを考慮         ８～

して１ランクずつ引き下げられています（表４）。                 ９～

  現在の国民の大部分は，生活活動強度Ⅱ（やや低い）に該       １０～　　　　　 ９～１１

当するものとされ，健康人として望ましいレベルは生活活動       １１～

強度Ⅲ（適度）であるとされています。                         １２～

  エネルギー所要量は，従来，「基礎代謝量」，「生活活動       １３～　　　　 １２～１４

に必要な活動代謝量」および「食事の摂取によって亢進する       １４～

エネルギー量（特異動的作用）」の総和として求められてき 　    １５～

ましたが，今回の改定で，エネルギー所要量＝（１日の基礎  　   １６～　　　　 １５～１７

代謝量）×（生活活動強度の平均指数，表４参照）で示され       １７～

ることになりました。                                         １８～

                        　　　　 　　　　                    １９～　　　　 １８～２９

「摂取目標値」から「栄養所要量」への改定                   ２０～２９

  これまでは「摂取目標値」のみが示されていた栄養成分で，     ３０～３９　   ３０～４９

今回ようやく「栄養所要量」が策定されたものにミネラル類   　　４０～４９

３種（カリウム，マグネシウム，リン）とビタミン類１種                                  ５０～５９

（ビタミン E）の計４種があります。                           ６０～６４　　 ５０～６９

　なお，食物繊維については，今回も引き続き「摂取目標値」     ６５～６９

が示されるにとどまりました。理由は，食物繊維の定義や測       ７０～７４

定法といった基本的事項が未だ統一されていないこと，ヒト       ７５～７９　　 ７０～

の健康と食物繊維の摂取量との関係が十分明らかにされてい       ８０～

ないこと等です。また，ナトリウムについては，国民の過剰

摂取の傾向を考慮し，今回も従前と同様の「摂取目標値」が提示されました。

栄養所要量の一部見直し

  成人のビタミン C 所要量が，壊血病予防の効果に健康増進の効果がプラスされることを期待して，

従前の 50 mg から２倍の 100 mg に引き上げられました。
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表４ 生活活動強度の区分・新旧対照表

　　                                      旧　　　　　　　　　　　　　　                                                           新

生活活動強　　　 日常生活の例　　　　　　　　    日常生活の内容    　　　　　　　　生活活動強　　　  日常生活の例　　　　　　　　　　日常生活の内容        

度と指数　　　生活動作　　時　間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　度と指数＊　   生活動作　　時　間

　　　　　　　  睡　眠　　　 ８　　　  通勤，買物など１時間程度の歩行と軽い　　　　　　　　　　　  安　静　　　１２　　　 散歩，買物など比較的ゆっくりした１時間

　　  Ⅰ　　　　 座　る　　　１２　　　 手作業や家事などによる立位のほかは大　　　　　　 Ⅰ　　　　  立　つ　　　１１　　　 程度の歩行のほか，大部分は座位での読書，

   （軽い） 　　 立　つ　　　 ３　　　  部分座位で事務，勉強，談話等をしてい　　　 　 （低い）　 　  歩　く　　 　１　　　　勉強，談話，また座位や横になってのテレ

　   0.35 　　　  歩　く　　　 １　　　  る場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1.3　 　　  速　歩　　　 ０　　　　ビ，音楽鑑賞などをしている場合

　　　　　　　  睡　眠　　　 ８　　　  通勤，買物のほか仕事などで２時間程度　　　　　　　　　　　  筋運動　　　 ０

　　  Ⅱ　　　  座　る　　 ７～８　　  の歩行と事務，読書，談話による座位の　　　　　　　　　　　  安　静　　　１０　　　 通勤，仕事などで２時間程度の歩行や乗車，

  （中程度）　  立　つ　　 ６～７　　  ほか機械操作，接客，家事等による立位　　　　　　 Ⅱ　　　　  立　つ　　  ９　　　　接客，家事等立位での業務が比較的多いほ

　   0.50 　　  歩　く　　　 ２　　　  時間の多い場合　　　　　　　　　　　　　  　 （やや低い）    歩　く　　　 ５　　　　か，大部分は座位での事務，談話などをし

　　　　　　　  睡　眠　　　 ８　　　  農耕，漁業，建築などで座位，立位，歩　　　　 　  1.5 　　　  速　歩　　　 ０　　　　ている場合

　　  Ⅲ　　　  座　る　　　 ６　　　  行のほか１日のうち１時間程度は重い筋　　　　　　　　　　 　  筋運動　　　 ０

 （やや重い）  立　つ　　　 ６　　　  作業に従事している場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  安　静　　　 ９　　　　生活強度Ⅱの者が１日１時間程度は速歩や

　   0.75 　　  歩　く　　　 ３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ⅲ  　　　  立　つ　　　 ８　　　　サイクリングなど比較的強い身体活動を行

　　　　　　　  筋運動　　　 １　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （適度）　　　  歩　く　　　 ６　　　　っている場合や，大部分は立位での作業で

　　　　　　　  睡　眠　　　 ８　　　  １日のうち２時間程度は激しいトレーニ　　　　　　 1.7　　　　  速　歩　　　 １　　　　あるが１時間程度は農作業，漁業などの比

　　  Ⅳ　　　  座　る　　 ４～５　　  ングとか木材の運搬，農繁期の農耕作業　　　　　　　　　　　  筋運動　　　 ０　　　　較的強い作業に従事している場合

   （重い） 　  立　つ　　 ５～６　    などのような重い筋作業に従事している　　　　　　　　　　　  安　静　　　 ９　　　　１日のうち１時間程度は激しいトレーニン

　   1.00 　　  歩　く　　　 ４　　　  場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 Ⅳ　　　　  立　つ　　　 ８　　　　グや木材の運搬，農繁期の農耕作業などの

　　　　　　  筋運動　　　 ２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （高い） 　　  歩　く　　　 ５　　　　ような強い作業に従事している場合

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   1.9 　　　  速　歩　　　 １

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  筋運動　　　 １

                                                                                            ＊： 基礎代謝量の倍数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）生活活動強度Ⅱ（やや低い）は，現在，国民の大部分が該当するものである。生活

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　活動強度Ⅲ（適度）は，国民が健康人として望ましいエネルギー消費をして，活発な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生活行動をしている場合であり，国民の望ましい目標とするものである。


